
 

 

大和市立鶴間中学校 部活動に係る活動方針 

 

１ 部活動の意義 

 大和市立鶴間中学校の部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われる教育活動で

あり、スポーツや文化、科学等に親しませ、責任感や連帯感の涵養等、学校教育が目指す資

質や能力を育成するものである。 

 また、部活動は異年齢との交流の中で、自分の役割や責任を果たしたり、生徒同士や教師、

指導員との好ましい人間関係の構築を図ったり、自らの目標の達成に向けて粘り強く挑戦

したりするなど人間形成に資するものである。 

 

２ 部活動の目的 

 部活動により、生徒が生涯にわたってスポーツや文化、科学等に親しみ、社会の中でより

よく豊かに生きるための資質や能力の基盤をはぐくむことを目的とする。 

 したがって単に体力や技術の向上を目指すことに偏ることなく、公正に行動し、進んで規

則を守り、お互いに協力して責任を果たすなどの社会生活に必要な生活態度を身に着け、ス

ポーツや文化、科学等を愛好し、余暇を有意義に活用する習慣を身に着け、体力・気力の充

実した心身ともに健康な生徒を育成することを目的とする。 

 

３ 活動計画の作成と運営方針 

（１）部ごとに校長の承認を得た、年間活動計画と目標等を作成し、 

年度当初の部活動保護者会で説明し、理解と協力を得る。 

（２）練習日や活動時間等については大和市部活動ガイドライン、鶴間中学校部活動に 

係る活動方針に基づき、実施する。 

（３）大会やコンクール前等に朝練習や定期試験前に特別練習を行う場合には、 

事前に生徒や保護者の了承を得る。 

 

４ 活動内容 

（１）学校の教育課程による教育活動が優先であるので、影響がないよう配慮して 

活動する。 

（２）大和市部活動ガイドラインに沿って休養日を計画的に設けて、生徒に負担が 

ないように配慮する。 

（３）大会やコンクール前の特別練習や試合の日程等はできるだけ早めに生徒や保護者に 

   周知する。 

（４）朝練習や特別練習は部活動黒板に記載し、教職員全体にも周知する。 

（５）大会日程等は早めに保護者に周知し、応援に行きやすい環境を作る。 

 

 

 

 

 



 

 

５ 指導と体制 

（１）部活動の入部は自由加入とする。 

（２）生徒の意見を取り入れ、生徒を中心とした部活動運営を図る。 

（３）生徒の安全・安心に最大限配慮する。 

（４）部活動は顧問の監督指導のもとで行う。 

（５）教職員はできるだけ、部活動の顧問となり、顧問の複数体制を築く。 

（６）顧問は生徒の過度な負担とならないように適切な指導を計画的に行う。 

（７）顧問は体罰や暴言、ハラスメントの根絶を徹底する。 

（８）顧問は生徒同士が年齢に関係なくより良い人間関係を築けるように努める。 

（９）練習終了後など、常に活動場所の整備に努める。 

（10）使用する用具の安全な取り扱い、管理、点検に努める。 

（11）校外に移動するときは公共交通機関を利用し、原則として顧問が引率する。 

（12）部活動顧問会を設置し、活動状況など情報を共有する。 

（13）部活動顧問会で活動場所や長期休業の割り振りを決定する。 

（14）部活動顧問会で市からの補助金の分配方法を決定する。 

（15）各部で適宜、保護者会等を行い、顧問の保護者の協力体制を築く。 

（16）入部届・退部届を利用し、部活動への加入状況の把握に努める。 

 

６ 活動時間 

（１）活動時間は、できるだけ短時間に、合理的かつ効率的・効果的に行う。 

（２）活動終了時刻（完全下校時間） 

  ①夏時間 １８：３０（４月１日～９月３０日） 

  ②冬時間 １７：４５（１０月１日～３月末） 

  ※上記時間は、日照時間などの状況により、期間の延長・短縮の可能性がある。 

  ※完全下校に関しては、原則生徒が活動、片付け、着替え、ミーティングなどを終え、 

門を出ている状態をさす。 

（３）定期テスト１週間前から、テスト最終日（採点業務）までは活動を停止する。 

ただし、１学期中間試験に関しては、試験が１日で行われることなどを考慮し、 

例外として３日間活動を停止とする。 

また、中体連が主催する公式戦や発表会等が控えている場合は校長に申し出て、 

保護者の承諾を得た場合に限り、特別練習や試合への参加を認める。 

（４）新入生については、仮入部期間中（原則４月中）の平日の見学、仮入部に関しては 

１７時には完全下校させる。（５分前には放送をいれる） 

また、入部届を出した生徒に関しても、平日は１７時には完全下校させる。 

休日の活動は２、３年生と同様に活動してかまわないが、体力や体調を考慮して 

活動させること。 

（５）朝練習は、７：３０～８：１５とする。（登校は７：１５以降とする） 

 

 

 

 



 

 

７ 活動日と休養日 

（１）学期中は、週あたり平日・休日ともに１日以上の休養日を設けることを基本とする。 

   平日 ①朝練習、午後練習どちらか活動すれば１日活動したこととする。 

      ②休養日は朝練習、午後練習ともに活動しない日とする。 

休日 ①半日の活動日は、休養日を０．５日とする。 

      ②土日両日１日活動や大会等に参加した場合、１か月の中で他の休日に 

休養日を設ける。 

（２）長期休業中の休養日も学期中に準じた設定をする。生徒が家族・地域で過ごす時間等、

ある程度まとまった休養日を設け、生徒に十分な休養を与えるとともに、顧問自身も

リフレッシュできる機会をつくる。 

（３）会議などがあるときには学校全体として、休日や再登校での練習とする。 

 

８ 朝練習 

朝練習は原則禁止とする。 

ただし、次の３つの場合に限り、校長の許可を取った上で、朝練習を週に２日まで 

行うことができる。ただし、疲れにより授業に影響が出ることのないように 

注意するとともに、生徒の安全や健康に十分に配慮する。 

（１）大会やコンクール・演奏会等を控えている場合 

   中体連が主催する公式の大会及びコンクールや演奏会等の２週間前より行うことが 

   できる。 

（２）活動場所が限られている場合（体育館の使用回数が限られる場合） 

   朝練習を行った日は午後の活動時間を短くする。 

（３）日照時間が短く、放課後の活動ができない場合（冬時間 １１月１日～２月末） 

   外部活のみ認め、朝練習を行った日は午後の活動時間を短くする。 

 

９ 服装や飲食について 

 ・登下校時の服装は標準服とする。 

ただし、学校全体でジャージでの登下校が認められている場合は除く。 

部活動で朝練習や放課後の活動がある場合は、部活顧問が許可した場合に限り、 

運動着での登下校を認める。 

 ・冬は、部活指定のウィンドブレーカー類も可とする。 

ただし、部活動以外の学校生活の中では不可とする。 

 ・朝練習後に、朝会等の集会がある場合は、遅れないように標準服に着替える。 

 ・再登校の日や休日の部活動には、ジャージまたは標準服で登校。 

また、自転車での登校は不可とし、普段の登下校と同じとする。 

卒業生からもらったジャージは、ネーム刺しゅうをほぐし取ってから使用すること。 

 ・ビン・缶・紙パック・ペットボトル類は禁止。水筒のみ許可。ただし、大会等の場合 

  例外もあり。 

 

 

 



 

 

10 日本スポーツ振興センターの保険対象 

 ・日本スポーツ振興センターの保険対象は、部活動の活動中に起こった事故及び 

居住宅から練習（大会）会場への行き・帰りの途中で起こった事故に限られる。 

行き・帰りの途中で他に寄って帰るなどの場合は対象にならない。 

尚、居住宅とは、大和市教育委員会が鶴間中学校への在籍を認めた住所である。 

 ・練習（大会）会場への移動は、徒歩及び公共交通機関を用いること。自転車や 

自家用車を利用して事故を起こした場合は、保険の対象にならない。 

 


